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植
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健

一

恐
怖
や
そ
れ
に
似
た
い
ろ
い
ろ
な
状
態
は
い
つ
も
或
る
特
定
の
も
の
に
関
係
し
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
不
安
は
可
能
性
に
先
立
つ
可
能
性
と
し
て
の
自
由
の
現
実
性
な
の
で
あ
る
。

S.
A
.

K
ierkegaard
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１)

一

は
じ
め
に

二

安
全
感
情
の
保
護
は
公
権
力
の
任
務
か
？

１

安
全
の
主
観
化

２

安
全
感
情
の
性
質
と
そ
の
保
護
―
Ｃ
・
グ
ズ
ィ
の
所
論
―

三

安
全
感
情
の
維
持
向
上
の
た
め
の
法
戦
略
と
そ
の
問
題
点

１

安
全
と
安
全
感
情
の
統
一
的
把
握

２

公
権
力
に
よ
る
安
全
感
情
の
維
持
向
上

３

民
間
警
備
会
社
に
よ
る
安
全
感
情
の
維
持
向
上

４

市
民
社
会
の
諸
力
に
よ
る
安
全
感
情
の
維
持
向
上
―
Ｍ
・
ケ
ッ
タ
ー
の
所
論
―
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一

は
じ
め
に

本
稿
は
、｢
安
全
感
情｣

(Sicherheitsgefu ･･hl
(

２))

の
保
護
に
対
す
る
公
権
力
の
役
割
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
で
の
議
論
を
考
察
し
、
我
が
国
の

憲
法
学
に
お
け
る

｢
安
全
・
安
心｣

を
め
ぐ
る
議
論

(

３)

へ
の
示
唆
を
探
る
も
の
で
あ
る
。｢

安
全
・
安
心｣

は
多
様
な
法
領
域
の
関
心
対
象

で
あ
り
、｢

安
全
・
安
心｣
の
内
容
も
各
領
域
に
よ
る
違
い
は
あ
る
が
、
本
稿
で
は
国
内
治
安

(innere
Sicherheit)

に
関
す
る

｢

安
全

法
制｣

(Sicherheitsrecht
(

４))
で
の
議
論
が
検
討
の
対
象
と
な
る
。

近
時
の
社
会
的
言
説
に
お
い
て
は
、｢

安
全｣

と

｢

安
心｣

は
ワ
ン
セ
ッ
ト
と
し
て
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
。｢

安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ

く
り

(

５)｣

な
ど
は
そ
の
典
型
で
あ
る
が
、｢
安
全｣

と

｢

安
心｣

が
同
義
語
で
あ
る
か
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
、
両
者
の
質
的
差
異
に
は
あ
ま

り
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、｢

安
全
・
安
心｣

を
め
ぐ
る
近
時
の
政
治
的
・
社
会
的
諸
現
象
を
憲
法
学
的
視
点
か
ら

考
察
し
た
森
英
樹
の
論
稿
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、｢
安
全｣

と
い
う
客
観
的
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
と

｢

安
心｣

と
い
う
主
観
的
要

素
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
と
は
、
時
と
し
て
矛
盾
関
係
に
立
つ
場
合
す
ら
あ
る

(

６)

。
と
り
わ
け
、｢

安
全
・
安
心｣

の
維
持
向
上
を
求
め
る

市
民
の
声
に
公
権
力
が
対
応
に
乗
り
出
す
と
い
っ
た
文
脈
の
中
で
は

(

７)

、
こ
の
両
者
の
一
体
的
把
握
は
過
剰
な
公
権
力
の
介
入
を
正
当
化
す

る
危
険
性
を
伴
う
と
言
え
よ
う
。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も

｢

安
全｣

と

｢

安
全
感
情｣

の
維
持
向
上
が
今
や
公
法
学
の
重
要
な
ト
ピ
ク
で
あ
る
こ
と
は
、
二
○
○
三
年
の
第

六
三
回
ド
イ
ツ
国
法
学
者
大
会
第
二
部
会
に
お
い
て

｢

様
々
な
国
家
観
・
憲
法
観
の
下
で
の
安
全
と
自
由

(

８)｣

が
テ
ー
マ
に
設
定
さ
れ
た
こ

と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
安
全
の
確
保
と
は
区
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
市
民
の
安
全
感
情
の
保
護
は
公
権
力
の

任
務
な
の
か
否
か
、
と
い
う
点
が

あ
る
と
き
は
国
家
目
的
を
め
ぐ
る
抽
象
的
な
国
家
論
に
お
い
て
、
あ
る
と
き
は
警
察
業
務
の
民
間
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委
託
や
防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
用
の
文
脈
に
お
い
て
、
ま
た
あ
る
と
き
は
公
共
の
場
で
の
カ
メ
ラ
監
視
や
性
犯
罪
者
の
保
安
監
置
な
ど

を
め
ぐ
る
法
的
論
議
に
お
い
て

し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

以
下
、
警
察
法
に
精
通
し
第
六
三
回
国
法
学
者
大
会
の
報
告
者
で
も
あ
っ
た
ビ
ー
レ
フ
ェ
ル
ド
大
学
教
授
Ｃ
・
グ
ズ
ィ
、
お
よ
び
ベ
ル

リ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
法
学
部
公
法
講
座
の
若
手
研
究
員
と
し
て
治
安
法
制
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
Ｍ
・
ケ
ッ
タ
ー
の
議
論
を
中

心
に
、
安
全
感
情
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
の
議
論
状
況
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
た
だ
し
、
本
稿
は
限
ら
れ
た
範
囲
の
文
献
に
基
づ
く
検
討

で
あ
る
と
い
う
点
で
な
お

｢
序
説｣

に
と
ど
ま
る
。

一

安
全
感
情
の
保
護
は
公
権
力
の
任
務
か
？

１

安
全
の
主
観
化

最
近
の
文
献
を
参
考
に

(

９)

近
年
の
刑
事
法
領
域
の
特
徴
を
列
挙
す
れ
ば
、
①
安
全
感
情
の
保
護
法
益
化
、
②
予
防
・
事
前
配
慮
の
強
化

(

例
え
ば
性
犯
罪
者
の
保
安
監
置
な
ど)

、
③

｢

象
徴
的
立
法｣

(sym
bolische

G
esetzgebung)

の
多
用

(｢

大
盗
聴｣

な
ど)

、
④

｢

実

体
法
の
手
続
化｣

現
象
、
⑤
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
歩
を
背
景
と
し
て
新
た
な
犯
罪
予
防
や
犯
罪
捜
査
の
手
法

(

カ
メ
ラ
監
視
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑

定
、
ラ
ス
タ
ー
捜
査
な
ど)

、
⑥
民
間
を
活
用
し
た
新
た
な
警
察
手
法

(

警
察
業
務
の
民
間
委
託
、
地
域
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
連
携
な

ど)

、
⑦
連
邦
軍
の
国
内
治
安
任
務
へ
の
介
入
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
諸
現
象
に
は
、
安
全
の
確
保
と
い
う
課
題
が
通
奏
低
音
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
近
年
の
治
安

政
策
で
は
、
具
体
的
な
個
々
の
法
益
の
保
護
よ
り
も
、
市
民
の
不
安

(A
ngst)

を
ど
う
取
り
除
く
か
、
す
な
わ
ち
安
全
感
情
を
ど
う
維

安
全
感
情
の
保
護
に
対
す
る
公
権
力
の
役
割

(

植
松)

三
五
一



持
向
上
さ
せ
る
か
が
課
題
の
前
面
に
出
て
き
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る

(�)

。
Ｃ
・
グ
ズ
ィ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
人
々
の
不
安
は
具
体
的
な
危
険

の
有
無
か
ら
離
れ
て
拡
大
す
る
か
ら
、
市
民
の
不
安
の
除
去
を
公
権
力
の
課
題
と
す
る
場
合
、
危
険
そ
の
も
の
の
除
去
よ
り
も
、
よ
り
抽

象
的
な
リ
ス
ク
の
予
防

(Pra ･･vention)

へ
と
公
権
力
の
措
置
の
重
心
は
移
動
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
リ
ス
ク
制
御
の
た
め
の
措
置
は
事

前
予
防
的
な
性
格
を
帯
び
ざ
る
を
得
ず
、
刑
事
法
領
域
に
お
け
る
刑
法
の
早
期
化
現
象
、
治
安
政
策
に
お
け
る
予
防
的
活
動
の
比
重
が
増

大
す
る

(�)
。
こ
の
よ
う
な
現
象
を
グ
ズ
ィ
は

｢

安
全
の
主
観
化｣

お
よ
び

｢

安
全
の
動
態
化｣

と
い
う
呼
び
方
で
総
括
す
る
。
こ
う
し
た
現

象
の
背
景
に
は
、
米
国
で
の

｢

九
・
一
一
事
件｣

を
受
け
て
急
遽
整
備
さ
れ
た
二
○
○
一
年
の
二
次
に
わ
た
る

｢

安
全
一
括
法｣

(Sicherheitspaket)

ま
た
は

｢
反
テ
ロ
一
括
法｣

(A
nti-Terror-Pakte)

と
呼
ば
れ
る
テ
ロ
対
策
法
制
の
存
在
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
が

(�)
、｢

法
治
国
家
思
考
か
ら
安
全
思
考
へ｣

、｢

危
険
思
考
か
ら
リ
ス
ク
思
考
へ｣

と
い
わ
れ
る
傾
向

(�)

そ
れ
自
体
は
、
九
○
年
代
か

ら
着
実
に
進
行
し
て
き
た
現
象
で
あ
る

(�)
。

警
察
活
動
に
お
け
る
安
全
感
情
の
重
視
傾
向
を
象
徴
す
る
現
象
の
一
例
と
し
て
、
公
共
の
場
に
お
け
る
カ
メ
ラ
監
視
措
置
が
あ
る
。
カ

メ
ラ
監
視
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
九
○
年
代
後
半
か
ら
各
州
で
試
行
的
に
導
入
さ
れ
始
め
、
現
在
で
は
州
警
察
法
上
の
明
文
の
根
拠
に

基
づ
き
、
犯
罪
予
防
の
手
法
と
し
て
一
般
化
し
て
い
る

(�)
。
こ
の
よ
う
な
カ
メ
ラ
監
視
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
事
件
で
は
、
当
該
措
置
に
よ

る
基
本
権

(

情
報
自
己
決
定
権)

介
入

(Eingriff)

が
憲
法
上
正
当
化
さ
れ
る
か
否
か
の
判
断
の
際
に
、
住
民
の
安
全
感
情
が
正
当
化

事
由
の
一
つ
と
し
て
援
用
さ
れ
て
い
る

(�)
。
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
地
方
行
政
裁
判
所
は
述
べ
る
。｢

本
件
の
争
点
の
地
域
に
関
す
る
限
り
、
住

民
の
多
数
が
上
記
監
視
状
態

(

ビ
デ
オ
カ
メ
ラ)

の
存
在
に
よ
り
、
そ
の
生
活
感
情
や
運
動
の
自
由
を
継
続
的
に
制
約
を
受
け
て
い
る
と

感
じ
て
い
る
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
そ
う
も
な
い
。
む
し
ろ
住
民
は
安
全
に
と
も
な
う
利
益
を
歓
迎
し
、
そ
の
こ
と
と
関
連
し
、
か
つ
諸

外
国
の
経
験
が
裏
付
け
て
い
る
犯
罪
の
減
少
と
り
わ
け
路
上
犯
罪
の
減
少
に
メ
リ
ッ
ト
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
感
情
は
近
年

の
テ
ロ
の
脅
威
を
背
景
に
し
て
、
よ
り
強
ま
っ
て
す
ら
い
る

(�)｣

。
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２

安
全
感
情
の
性
質
と
そ
の
保
護
―
Ｃ
・
グ
ズ
ィ
の
所
論
―

そ
も
そ
も
安
全
感
情
の
保
護
に
つ
い
て
、
憲
法
学
上
ど
の
よ
う
な
把
握
が
妥
当
で
あ
る
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
Ｃ
・
グ
ズ
ィ
は
以
下

の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る

(�)
。

｢

安
全
と
は
大
多
数
の
事
例
に
お
け
る
リ
ス
ク
の
不
在
で
あ
り
、
安
全
感
情
と
は
個
々
の
事
例
に
お
け
る
リ
ス
ク
の
不
在
の
個
人
的

感
覚

(�)｣

と
定
義
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
安
全
と
安
全
感
情
は
相
互
依
存
的
で
は
あ
る
が
、
完
全
に
重
な
り
合
う
も
の
で
は
な
く
、
安
全

感
情
は
現
実
の
状
態
と
し
て
の
安
全
に
必
ず
し
も
依
存
し
な
い

(�)
。

そ
も
そ
も
、
個
々
人
の
抱
く
感
情
一
般
が
警
察
の
保
護
や
規
制
の
対
象
た
り
え
な
い
。
個
人
の
感
情
の
形
成
や
内
容
は
、｢

個
人
の

人
格
性
を
形
成
す
る
核
心
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
人
間
の
尊
厳
の
保
障
と
も
、
さ
ら
に
一
般
的
人
格
権
の
保
障
と
も

密
接
な
連
関
を
示
す
も
の｣

と
し
て
基
本
法
の
保
護
領
域
に
属
す
る
。
か
つ
、
個
人
の
感
情
は
信
仰
の
自
由
や
意
見
表
面
の
自
由
の
よ

う
な
、
重
要
な
コ
ミ
ュ
ニ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
基
本
権
の
保
護
領
域
に
も
入
る
。
い
か
な
る
感
情
を
持
つ
か
は
本
人
の
み
が
関
知
し
う
る
事

項
で
あ
り
、
他
者
が
そ
れ
を
代
理
す
る
こ
と
も
、
感
情
の
内
容
に
つ
い
て
指
令
を
発
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
当
然
な
が
ら
警
察
法
上
の

介
入
や
強
制
の
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る

(

国
家
の
管
轄
権
は
感
情
の
前
で
終
わ
る)

。

安
全
感
情
の
場
合
も
複
雑
な
主
観
的
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
た
め
、
危
険
防
除

(G
efahrenabw

ehr)

を
主
務
と
す
る
警
察
任

務
に
含
め
る
べ
き
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
安
全
感
情
の
保
護
そ
れ
自
体
を
理
由
に
し
て
警
察
が
市
民
の
基
本
権
に
介
入
す
る
権
限

は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
警
察
法
理
上
の

｢

危
険｣

と
は

｢

法
益
を
将
来
的
に
危
機
に
さ
ら
す
こ
と｣

を
意
味
し
、
そ
れ
は
将
来

安
全
感
情
の
保
護
に
対
す
る
公
権
力
の
役
割

(

植
松)
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の
損
害
が
事
実
ま
た
は

｢

事
実
上
の
手
が
か
り｣

(tatsa ･･chlicher
A
nhaltspunkt)

か
ら
明
白
で
あ
る
場
合
に
の
み
認
定
し
う
る
と
理

解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
単
な
る
推
測
や
感
情
で
は
危
険
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
不
安
感
そ
れ
自
体
は
、
そ
れ
が

合
理
的
な
根
拠
に
基
く
も
の
で
も
危
険
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
安
全
感
情
は
、
個
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
関
係
・
情
報
流

通
関
係
の
結
果
と
し
て
存
在
す
る
点
か
ら
も
警
察
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
及
ば
な
い
領
域
で
あ
る
。
情
報
流
通
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
自
由
は
基
本
法
で
保
障
さ
れ
て
お
り
、
報
道
機
関
が
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
報
道
し
た
と
し
て
も
、
あ
る
い
は

警
察
の
事
件
に
対
す
る
不
十
分
な
対
応
か
ら
警
察
自
身
が
批
判
の
対
象
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
報
道
は
プ
レ
ス
の
自
由

(

基

本
法
五
条
一
項
第
二
文)
と
し
て
保
障
さ
れ
て
お
り
、
警
察
は
不
安
を
高
め
る
要
素
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
グ
ズ
ィ
の
議
論
は
、
警
備
業
務
の
民
間
委
託
を
め
ぐ
る
法
学
的
論
議
の
文
脈
で
登
場
し
て
き
た
。
彼
の
議
論
の
前
提
に

は
、｢

国
家
任
務
と
し
て
の
安
全｣

(Staatsaufgabe
Sicherheit)

と
い
う
テ
ー
ゼ
に
象
徴
さ
れ
る
安
全
確
保
任
務
の
国
家
独
占
お
よ
び

そ
の
基
本
権
上
の
具
体
化
と
し
て
の

｢

安
全
に
対
す
る
基
本
権｣

と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
に
対
す
る
批
判
的
視
点
が
あ
る

(�)

。｢

国
家
任
務
と

し
て
の
安
全｣

と
い
う
発
想
は
、｢

国
家
で
あ
る
こ
と｣

(Staatlichkeit)

か
ら
導
き
出
さ
れ
る
権
限
と
し
て
国
家
に
は
排
他
的
な
強
制
力

(G
ew

altm
onopol)

の
行
使
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
と
引
き
換
え
に
市
民
に
暴
力
の
な
い
状
態
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
基
本
法
上

(

民
主
国
家
お
よ
び
社
会
国
家
を
宣
言
し
た
二
○
条
一
項
、
並
び
に
連
邦
の
立
法
権
限
を
定
め
た
七
三
条
お
よ
び
七
四
条)

も
危
険
防
除

は
当
然
に
国
家
の
任
務
と
み
な
さ
れ
て
い
る
と
す
る
考
え
方
で
あ
る

(�)
。
こ
れ
に
対
し
て
グ
ズ
ィ
は
、
国
家
の
任
務
自
体
が
国
家
の
政
治
的

配
分
決
定
の
結
果
な
の
で
あ
っ
て
、
国
家
の
属
性
か
ら
当
然
に
導
き
だ
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
立
場
に
立
つ
。｢

む
し
ろ
法
治
国

家
的
要
請
が
満
た
さ
れ
る
の
は
、
国
家
が
実
力

(G
ew

alt)

に
つ
い
て
正
統
な
も
の
か
否
か
を
決
め
る
権
限
を
有
し
、
そ
の
枠
内
に
お
い

て
正
統
な
実
力
の
範
囲
を
特
定
し
、
正
統
性
の
な
い
暴
力

(G
ew

alt)

を
自
己
の
手
段

緊
急
時
に
は
実
力

を
も
っ
て
阻
止
し
う
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る
と
い
う
場
合
で
あ
る

(�)｣

。

す
な
わ
ち
、
グ
ズ
ィ
は
、
安
全
の
維
持
向
上
を
国
家
の
独
立
か
つ
専
属
的
な
任
務
と
位
置
づ
け
、
安
全
の
確
保
と
同
一
視
さ
れ
る
と
こ

ろ
の
安
全
感
情
の
維
持
向
上
に
対
し
て
警
察
の
任
務
と
し
て
独
立
の
地
位
を
認
め
る
説
に
反
対
す
る
。
た
だ
し
、
グ
ズ
ィ
は
、
安
全
感
情

を
軽
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
公
権
力
が
安
全
感
情
へ
の
配
慮

(Pflege)

か
ら
撤
退
し
て
よ
い
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で

も
な
い
。
市
民
の
規
範
へ
の
信
頼
感
に
連
動
す
る
安
全
感
情
の
状
態
は
、
国
家
が
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
り
、
こ
の
こ
と

は
民
主
制
に
お
い
て
こ
そ
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
グ
ズ
ィ
は
考
え
る
。
と
い
う
の
も
、
市
民
の
規
範
へ
の
信
頼
感
こ
そ
が
基
本
法
の
民
主

的
、
法
治
国
家
的
、
社
会
国
家
的
な
憲
法
秩
序
の
正
統
性
を
担
保
し
、
こ
の
よ
う
な
秩
序
を
機
能
さ
せ
る
条
件
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
安

全
感
情
へ
の
配
慮
は
憲
法
保
障
の
意
味
を
持
つ
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
配
慮
を
国
家
が
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る

(�)

。
む

し
ろ
、
こ
こ
で
グ
ズ
ィ
が
強
調
し
た
い
の
は
、
安
全
感
情
は
、
あ
く
ま
で
警
察
が
警
察
法
で
付
与
さ
れ
た
適
切
な
任
務
遂
行
の
結
果
と
し

て
付
随
的
に
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
と
解
す
る
べ
き
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
、
安
全
感
情
の
維
持
向
上
は
危
険
防
除
の
枠
内
に
は
馴
染

ま
な
い
と
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
警
察
が
安
全
感
情
に
配
慮
し
な
が
ら
安
全
維
持
の
任
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
警
察
が
法
秩
序
の
保
護
と
そ
の
貫
徹
の
た
め
の
独
自
の
能
力
と
準
備
を
維
持
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
う
い
た
能
力
と
準

備
を
そ
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
に
よ
り
市
民
に
対
し
て
可
視
化
す
る
こ
と
も
、
必
要
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る

(�)

。

こ
の
よ
う
な
グ
ズ
ィ
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
国
法
学
者
大
会
に
お
い
て
も
、
安
全
感
情
の
重
要
性
を
過
小
評
価
し
す
ぎ
て
い
る
の
で
は

な
い
か

(

批
判
①

(�))

、
客
観
的
な
安
全
の
維
持
も
主
観
的
な
安
全
感
情
に
左
右
さ
れ
る
と
い
う
の
が
警
察
の
現
場
感
覚
で
あ
り
、
主
観
的

な
安
全
感
情
の
維
持
向
上
も
独
自
の
国
家
任
務
と
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
の
か

(

批
判
②

(�))

、
と
す
る
批
判
を
受
け
た
。
さ
ら
に
、
安
全

感
情
を
民
主
的
政
治
な
基
盤
と
捉
え
る
グ
ズ
ィ
の
見
解
、
と
り
わ
け
民
主
的
手
続
や
参
加
へ
の
市
民
の
信
頼
と
の
連
関
が
解
り
づ
ら
い
と

い
う
疑
問
も
呈
さ
れ
た

(

批
判
③

(�))

。

安
全
感
情
の
保
護
に
対
す
る
公
権
力
の
役
割

(

植
松)
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も
っ
と
も
、
す
で
に
見
て
き
た
グ
ズ
ィ
の
論
旨
か
ら
は
安
全
感
情
が
過
小
評
価
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
批
判
①
は
必
ず
し
も
当
た

ら
な
い
。
批
判
②
に
つ
い
て
は
、｢

国
家
任
務
と
し
て
の
安
全｣

と
い
う
テ
ー
ゼ
や

｢

安
全
に
対
す
る
基
本
権｣

と
い
う
発
想
に
コ
ミ
ッ

ト
す
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
お
り
、
前
述
の
よ
う
に
グ
ズ
ィ
は
こ
れ
を
否
定
す
る
。
た
だ
し
、
批
判
③
が
言
う
よ
う
に
、
安
全
感
情
の
維

持
を
政
治
的
決
定
の
問
題
に
位
置
づ
け
る
グ
ズ
ィ
の
主
張
に
は
説
明
不
足
の
感
が
あ
り
、
現
実
の
政
治
過
程
・
立
法
過
程
と
市
民
の
安
全

感
情
と
の
連
関

(
例
え
ば
後
述
す
る
象
徴
的
立
法
に
対
す
る
評
価)

が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

(�)

。

三

安
全
感
情
の
維
持
向
上
の
た
め
の
法
戦
略
と
そ
の
問
題
点

１

安
全
と
安
全
感
情
の
統
一
的
把
握

グ
ズ
ィ
の
よ
う
な
安
全
と
安
全
感
情
を
別
物

(aliud)

と
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
自
覚
的
に
両
者
を
統
一
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
立

場
も
あ
る
。
例
え
ば
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
大
学
の
付
属
機
関

｢

安
全
と
予
防
に
関
す
る
研
究
所｣

(ISIP)

の
ウ
ェ
ッ
ブ
・
サ
イ
ト
上
の

｢

国

内
治
安

現
代
社
会
の
挑
戦｣

と
題
さ
れ
た
ペ
ー
ジ
は
、
新
自
由
主
義
的
な
社
会
に
お
け
る
治
安
法
制
の
あ
り
方
と
し
て
積
極
的
な
予

防
戦
略
を
打
ち
出
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、｢

安
全
と
は
、
常
に
変
動
し
、
客
観
的
な
側
面

(

犯
罪
統
計)

と
主
観
的
な
側
面

(

安
全

感
情)

に
基
づ
い
て
識
別
さ
れ
る
べ
き
、
動
態
的
な
規
模
と
し
て
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

と
い
う
テ
ー
ゼ
が
国
内
治
安
の
指
導

原
理
の
一
つ
な
の
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る

(�)
。
グ
ズ
ィ
に
よ
る
安
全
と
安
全
感
情
の
分
離
論
は
、｢

国
家
任
務
と
し
て
の
安
全｣

と
い
う
テ
ー

ゼ
の
下
で
国
家
に
よ
る
警
察
業
務
の
独
占
を
当
然
と
し
て
き
た
伝
統
的
な
発
想
を
打
破
し
、
私
人
の
安
全
構
築
業
務
へ
の
参
画
を
正
当
化

す
る
た
め
の
理
論
的
営
為
の
一
環
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、ISIP

の
安
全
と
安
全
感
情
と
の
一
体
的
把
握
は
、
安
全
と
法
益
の
保
護
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に
関
す
る
国
家
と
社
会
の

｢

労
働
分
配｣

を
新
た
に
行
い
、｢

社
会
の
固
有
任
務
や
市
民
の
自
己
責
任
に
い
っ
そ
う
高
い
比
重
を
与
え
る｣

こ
と
を
意
図
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
後
者
も
ま
た
、
安
全
構
築
へ
の
公
権
力
と
私
人
の
役
割
分
担
の
再
編
成
を
求
め
る
。
こ
の
い
ず
れ
の

方
向
が
妥
当
か
と
い
う
点
を
考
察
す
る
上
で
は
、
近
年
の
安
全
構
築
任
務
へ
の
民
間
参
入
の
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
と
、
と
り
わ
け
そ
こ
に

お
け
る
安
全
感
情
の
扱
わ
れ
方
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
安
全
感
情
の
維
持
向
上
を
担
う
主
体
を
、
公
権
力
、
民

間
警
備
会
社
、
市
民
社
会
の
諸
力
と
い
う
三
つ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
的
特
徴
を
確
認
し
て
い
く
。

２

公
権
力
に
よ
る
安
全
感
情
の
維
持
向
上

(

１)

国
家
の
再
擬
人
化

(R
e-P
erso

nalisierung
)

伝
統
的
な
警
察
法
の
対
応
は
、
自
己
の
活
動
を
客
観
的
な
危
険
の
防
除
に
限
定
す
る
一
方
、
情
報
提
供
を
通
じ
て
市
民
の
不
安
を
除
去

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
恐
怖
に
対
す
る
予
防
的
措
置
は
比
例
原
則
に
違
反
す
る
も
と
の
み
な
さ
れ
る

(�)

。
し
か
し
な
が
ら
、
九
○

年
代
以
降
と
り
わ
け
二
○
○
一
年
以
降
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
法
治
国
家
的
枠
組
み
は
大
幅
に
掘
り
崩
さ
れ
て
き
た

(�)

。
こ
う
し
た
現
象

に
、
危
険
か
ら
の
庇
護
者
と
し
て
の
国
家
と
そ
れ
に
よ
る
包
括
的
な
市
民
的
自
由
へ
の
介
入
を
正
当
化
す
る
ホ
ッ
ブ
ス
的
社
会
契
約
論
的

発
想
の
復
活
を
警
戒
的
に
見
て
取
る
の
が
Ｍ
・
ケ
ッ
タ
ー
で
あ
る
。
彼
は
言
う
。
国
家
の
再
擬
人
化
は

｢

国
家
的
諸
制
度
に
対
峙
す
る
市

民
の
目
線
か
ら
見
れ
ば
、
ま
す
ま
す
大
き
な
従
属
性
の
関
係
を
生
み
出
す
。
国
家
は
、
市
民
的
自
由
の
減
少
と
い
う
対
価
と
引
き
換
え
に
、

ま
た
そ
の
こ
と
を
も
っ
て

市
民
の
側
か
ら
み
れ
ば

一
人
前
の
市
民
で
あ
る
こ
と

(M
u ･･ndigkeit)

を
奪
わ
れ
る
か
た
ち
で
、
包

括
的
な

『

保
護
者』

と
な
る
。
強
い
国
家
の
復
興
は
、
社
会
的
不
安
全
性
の
時
代
に
お
い
て
は
、
国
家
に
対
す
る
一
定
の
期
待
や
安
全
願

望
の
声
と
結
び
つ
い
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
な
る
ほ
ど
理
解
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
強
い
国
家
の
復
興
は
、
パ
ー
ス
ペ
ク

安
全
感
情
の
保
護
に
対
す
る
公
権
力
の
役
割

(
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テ
ィ
ブ
の
方
向
性
が
市
民
社
会
に
向
か
い
つ
つ
あ
る
よ
う
に
、
絶
対
の
も
の
で
は
な
い

(�)｣

。

(

２)
象
徴
的
立
法

(sym
b
o
lische

G
esetzg

eb
ung
)

市
民
の
安
全
感
情
の
維
持
向
上
に
公
権
力
が
乗
り
出
す
場
合
、
安
全
感
情
が
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
限
り
、
こ
の
任
務
を
完
全
に
果
た

す
こ
と
は
難
し
い
。
立
法
者
は
市
民
の
安
全
要
求
に
応
答
す
る
姿
勢
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
に
、
そ
の
実
効
性
の
有
無
と
は
関
係
無
く
、

い
わ
ば
ア
リ
バ
イ
と
し
て
の
法
定
立
を
行
な
お
う
と
す
る
。
ド
イ
ツ
の
法
律
学
は
、
こ
の
よ
う
な
動
機
で
制
定
さ
れ
た
法
律
を

｢

象
徴
的

立
法｣

、｢

仮
象
の
立
法｣

(Schein-G
esetzgebung)

と
呼
び
、
否
定
的
評
価
を
与
え
る
傾
向
が
強
い

(�)

。
象
徴
的
立
法
と
い
う
分
析
視
角

は
、
環
境
刑
法
、
経
済
刑
法
、
麻
薬
刑
法
な
ど
の
領
域
の
議
論
に
お
い
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
き
た
。
政
治
的
イ
ン
パ
ク
ト
に
比
し
て
、

実
際
の
法
の
実
効
性
が
乏
し
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
七
○
年
代
の
テ
ロ
対
策
立
法
や
九
○
年
代
の
組
織
犯
罪
対
策
立
法
も
象
徴
的
立

法
の
側
面
が
強
い
。
さ
ら
に
、
基
本
法
自
体
に
も
、
環
境
保
護
を
国
家
目
標
規
定
と
し
て
挿
入
さ
れ
た
二
○
ａ
条
の
よ
う
な
象
徴
的
立
法

と
呼
び
う
る
規
定
が
存
在
す
る
。

個
々
の
市
民
の
主
観
的
な
安
全
感
情
の
維
持
向
上
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
象
徴
的
立
法
は
時
に
有
益
で
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
、
後
に
本
稿
の
検
討
の
対
象
と
な
る
Ｍ
・
ケ
ッ
タ
ー
の
議
論
を
見
て
お
こ
う

(�)
。
ケ
ッ
タ
ー
は
象
徴
的
立
法
が
市
民
の
脅
威
や

不
安
を
取
り
除
く
効
果
の
あ
る
こ
と
を
承
認
す
る
が
、
①
憲
法
上
の
要
請
と
し
て
の
比
例
原
則
に
反
す
る
、
②
安
全
の
維
持
向
上
に
つ
い

て
法
に
広
範
な
制
御
機
能
を
期
待
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
法
に
自
己
確
証
の
機
能
が
備
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
象
徴

的
立
法
は
適
用
を
通
じ
た
確
証
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
た
め
、
こ
の
よ
う
な
実
効
性
の
な
い
法
定
立
は
結
局
の
と
こ
ろ
規
範
へ
の
信
頼
そ

の
も
の
を
破
壊
し
て
し
ま
う
と
い
う
二
つ
の
理
由
か
ら
象
徴
的
立
法
に
批
判
的
で
あ
る
。
彼
は
、
グ
ズ
ィ
と
同
じ
く
安
全
と
安
全
感
情
の

区
別
を
意
識
し
た
上
で
、｢

根
拠
の
な
い
不
安
に
基
づ
い
て
膨
ら
ん
だ
行
動
へ
の
期
待
の
た
め
に
象
徴
的
な
国
家
的
措
置
を
調
達
す
る
よ
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り
は
、
透
明
性
の
向
上
と
、
脅
威
の
程
度
の
徹
底
的
な
解
明
を
通
じ
て
不
安
に
対
処
し
た
方
が
有
意
義

(�)｣

と
述
べ
て
い
る
。

３

民
間
警
備
会
社
に
よ
る
安
全
感
情
の
維
持
向
上

損
害
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
、
民
間
警
備
会
社
と
契
約
を
結
び
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
、
ス
タ
ン
ガ
ン
の
よ
う
な

｢

自
衛
装
備｣

を
携
帯
す
る
こ
と
、｢

ゲ
ー
テ
ィ
ッ
ド
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ｣

と
呼
ば
れ
る
住
宅
街
に
住
む
こ
と

(�)

な
ど
、
私
人
が
自
己
の
安
全

感
情
の
維
持
向
上
を
目
的
と
し
て
様
々
な
方
策
を
講
じ
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
個
人
の
選
択
の
範
囲
内
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
の
警
備
会
社
の
活
動
は
、
私
企
業
や
私
人
の
土
地
家
屋
の
警
備
に
と
ど
ま
ら
ず
、
従
来
警
察
の
任
務
で
あ
っ
た

領
域
に
も
及
ん
で
き
て
い
る

(�)
。
例
え
ば
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
の
治
安
監
視
員

(Sicherheitsw
acht)

制
度
は
、
指
定
さ
れ
た
民
間
人
に
身
元

確
認
や
直
接
強
制
の
権
限
を
付
与
し
て
い
る

(�)
。
こ
う
し
た
警
察
業
務
の
民
間
委
託
や
民
間
と
の
協
働
の
進
展
を
背
景
に
、
私
人
に
よ
る
警

察
任
務
遂
行
の
法
的
な
評
価
が
論
議
と
な
っ
て
き
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
米
丸
恒
治
や
高
橋
昭
男
が
詳
し
い
検
討
を
行
な
っ
て
お
り
、

ド
イ
ツ
の
学
説
に
お
い
て
は
民
間
警
備
業
拡
大
を
不
可
避
の
も
の
と
許
容
し
つ
つ
、
そ
の
法
的
性
質
や
法
的
枠
組
み
を
め
ぐ
り
意
見
対
立

が
存
在
す
る
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

(�)
。

安
全
感
情
の
維
持
向
上
が
国
家
の
独
立
か
つ
専
属
の
任
務
で
は
な
い
と
考
え
る
グ
ズ
ィ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
公
共
の
場
に
お
け
る
安

全
確
保
業
務
に
民
間
警
備
会
社
が
携
わ
る
こ
と
自
体
は
承
認
さ
れ
る
行
為
で
あ
る
。
多
く
の
市
民
は
民
間
警
備
会
社
の
警
備
員
の
姿
を
公

道
や
公
園
で
見
て
安
全
感
情
を
向
上
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る

(�)
。
し
か
し
な
が
ら
グ
ズ
ィ
は
、
民
間
警
備
会
社
の
活
動
に
以
下
の
よ
う
な
一
定

の
留
保
を
課
す
。
警
察
法
や
刑
事
訴
訟
法
の
規
律
の
対
象
と
な
ら
な
い
民
間
警
備
員
の
存
在
や
活
動
が
、
か
え
っ
て
住
民
に
脅
威
を
与
え

て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
民
間
警
備
員
の
活
動
に
法
的
な
枠
組
み
を
設
け
て
い
く
作
業
が
不
可
欠
で
あ
り
、
こ
の
よ
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う
な
条
件
整
備
こ
そ
政
治
の
役
割
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
、
感
情
が
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
住
民
の
安
全
感
情
と
治
安

維
持
力

(Sicherheitskra ･･ft)

の
プ
レ
ゼ
ン
ス
と
の
相
関
関
係
の
把
握
は
困
難
で
あ
る
。
あ
る
者
に
と
っ
て
は
、
民
間
警
備
員
の
存
在
が

安
全
感
情
を
強
め
る
場
合
で
も
、
別
の
者
に
と
っ
て
は
、
民
間
警
備
員
の
存
在
に
不
安
を
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

公
共
の
場
で
活
動
す
る
民
間
警
備
員
が
、
威
圧
的
な
制
服
を
纏
っ
た
り
、
捜
査
犬
を
随
行
し
た
り
、
可
視
的
な
武
器
を
携
帯
す
る
こ
と
は
、

住
民
の
安
全
感
情
に
は
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る

(�)
。

４

市
民
社
会
の
諸
力
に
よ
る
安
全
感
情
の
維
持
向
上
―
Ｍ
・
ケ
ッ
タ
ー
の
所
論
―

(

１)

市
民
社
会
に
よ
る
安
全
構
築

安
全
感
情
の
維
持
は
民
間
警
備
会
社
の
よ
う
な
私
人
に
よ
っ
て
も
確
保
し
う
る

こ
の
グ
ズ
ィ
の
示
し
た
方
向
性
を
、
市
民
社
会
に

よ
る
安
全
構
築
と
い
う
、
よ
り
広
い
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
で
展
開
し
て
見
せ
る
の
が
Ｍ
・
ケ
ッ
タ
ー
の
議
論
で
あ
る

(�)

。
Ｕ
・
ハ
ー
バ
ー
マ

ス
の
社
会
理
論
の
影
響
を
受
け
る
ケ
ッ
タ
ー
は
、
自
己
の
行
動
を
自
律
的
に
社
会
規
範
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
市
民
達
で
構
成
さ

れ
る
市
民
社
会

(Zivilgesellschaft)

を
安
全
構
築
の
主
た
る
担
い
手
に
位
置
づ
け
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
、
安
全
法
制
の
担
い
手

と
し
て
成
熟
し
た
市
民
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
市
民
社
会
が
措
定
さ
れ
、
国
家
＝
公
的
部
門
は
そ
の
条
件
整
備
や
下
支
え
を
担
う
存
在
と
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

自
律
し
た
市
民
は
自
己
の
行
動
を
社
会
規
範
に
適
合
さ
せ
る
よ
う
に
自
ら
を
律
す
る
力
を
本
来
的
に
は
備
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

市
民
が
社
会
規
範
を
完
全
に
内
面
化
す
る
こ
と
は
な
お
困
難
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
場
面
で
は
外
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
必
要
に
な
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
法
の
定
立
・
執
行
を
行
う
公
権
力
は
外
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
唯
一
の
担
い
手
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
こ
で
の
公
権
力
は
補
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充
的
な
役
割
に
と
ど
ま
り
、
社
会
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
こ
そ
が
重
視
さ
れ
る
。
個
人
の
自
律
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
際
に
は
消
極
的
自

由
と
り
わ
け
個
人
の
退
避
圏
と
し
て
の
内
心
の
自
由
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
が
重
視
さ
れ
る
。
他
方
、
個
人
へ
の
外
部
か
ら
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
見
張
る
者
と
見
張
ら
れ
る
者
と
の
同
一
性
が
成
立
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
市
民
が
自
律
的
に
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
を
行
な
う

｢
民
主
的
な
パ
プ
テ
ィ
ノ
コ
ン｣

と
し
て
評
価
さ
れ
る
。
治
安
監
視
員
に
よ
る
防
犯
、
自
治
体
犯
罪
予
防
協
議
会
を
基
盤
と

し
た
地
方
団
体
に
よ
る
防
犯
、
さ
ら
に
Ｄ
Ｎ
Ａ
に
よ
る
本
人
確
認
や
カ
メ
ラ
監
視
な
ど
も
、｢

同
胞
市
民

(M
itbu ･･rger)

の
視
線｣

と
し

て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。｢

個
人
は
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
道
筋
で
自
分
自
身
の
人
格
を
通
じ
て
規
範
侵
害
を
阻
止
す
る
が
、

さ
ら
に
そ
れ
を
越
え
て
、
彼
は
自
己
の
環
境
に
社
会
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
及
ぼ
し
、
か
つ
、
そ
れ
を
通
じ
て
共
同
体
的
任
務
へ
の
参
画
を

果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
…
…
こ
の
よ
う
に
分
節
化
さ
れ
た
安
全
国
家

(Sicheheitsstaat)

は
、
市
民
が
規
律
化
や
外
的
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
を
通
じ
て
規
範
適
合
的
行
為
を
強
制
さ
れ
る
権
威
的
警
察
国
家
と
は
ま
さ
に
正
反
対
の
も
の
で
あ
る

(�)｣

。
こ
の
文
脈
に
お
い
て
ケ
ッ
タ
ー

は
、
バ
イ
エ
ル
ン
治
安
監
視
団
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
た
バ
イ
エ
ル
ン
内
務
省
の
見
解
を
紹
介
す
る
。｢

治
安
監
視
団
は
、
犯
罪
を
前
に

し
て
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
す
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
に
目
を
む
け
、
警
察
に
通
報
し
、
証
人
と
な
る
こ
と
を
申
し
出
る
点
で
、
全
て
の
市
民
の

模
範
で
あ
る
。
…
…
治
安
監
視
団
の
メ
ン
バ
ー
は
、
と
り
わ
け
、
路
上
犯
罪
と
略
奪
を
妨
げ
る
に
ち
が
い
な
い
。
彼
ら
は
日
常
的
に
徒
歩

や
自
転
車
で
徘
徊
す
る
の
で
、
彼
ら
が
そ
こ
に
居
る
こ
と
が
す
で
に
治
安
状
態
と
市
民
の
安
全
感
情
を
改
善
し
て
い
る
の
で
あ
る

(�)｣

。

た
だ
し
、
安
全
構
築
を
市
民
の
相
互
監
視
の
側
面
の
み
で
語
る
の
は
正
確
で
は
な
い
。
ケ
ッ
タ
ー
の
第
一
次
的
な
関
心
は
、
い
か
に
し

て
個
人
が
社
会
規
範
を
内
面
化
し
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
な
い
う
る
か
に
あ
る
か
ら
、
治
安
政
策
は
よ
り
社
会
政
策
的
性
格
を
帯
び
た

も
の
に
な
る

(�)

。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ポ
シ
シ
ン
グ
は
、
自
治
体
レ
ベ
ル
に
お
け
る
犯
罪
撲
滅
・
犯
罪
抑
止
の
同
質
性
あ
る
社
会
の
一
体
的
な

取
り
組
み
と
し
て
積
極
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る

(�)
。
ま
た
、
市
民
の
規
範
意
識
を
育
成
す
る
基
盤
と
し
て
、
家
族
、
学
校
、
自
発
的
サ
ー
ク

ル
、
犯
罪
矯
正
施
設
、
移
民
の
統
合
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
果
た
す
役
割
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

安
全
感
情
の
保
護
に
対
す
る
公
権
力
の
役
割

(

植
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(
２)

ス
リ
ー
パ
ー

(S
chl�fer)

が
も
た
ら
す
不
安

こ
う
し
た
市
民
社
会
が
公
権
力
の
下
支
え
を
受
け
な
が
ら
構
築
す
る
安
全
・
安
全
感
情
の
脅
威
と
な
る
存
在
が
、
ス
リ
ー
パ
ー

(｢

眠

る
ふ
り
を
す
る
人｣

の
意
味)

と
呼
ば
れ
る
イ
ス
ラ
ム
系
の
テ
ロ
リ
ス
ト
の
行
動
で
あ
る
。
凡
庸
な
市
民
生
活
を
送
り
、
あ
る
日
突
然
自

爆
テ
ロ
リ
ス
ト
の
本
性
を
表
す
ス
リ
ー
パ
ー
は
、
そ
の
存
在
可
能
性
だ
け
で
市
民
に
不
安
を
も
た
ら
す
。
公
共
の
場
で
の
暴
力
行
為
や
座

込
み
は
可
視
的
で
あ
る
た
め
、
社
会
主
体
で
の
安
全
構
築
に
馴
染
み
や
す
い
。
と
こ
ろ
が
、
社
会
の
中
で
の
目
立
た
な
さ
、
す
な
わ
ち
不

可
視
性
を
特
徴
と
す
る
ス
リ
ー
パ
ー
に
は
、
同
胞
市
民
の
監
視
の
目
が
届
か
な
い
。
ス
リ
ー
パ
ー
が
市
民
社
会
の
核
心
で
あ
る
匿
名
性
と

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
を
隠
れ
蓑
に
す
る
こ
と
で
、
市
民
社
会
へ
の
市
民
の
信
頼
が
崩
れ
る
こ
と
を
危
惧
す
る
ケ
ッ
タ
ー
は
、｢

透
明
性

が
確
立
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
分
だ
け
ス
リ
ー
パ
ー
の
あ
ぶ
り
出
し
に
は
現
実
性
が
出
て
く
る
で
あ
ろ
う｣

と
述
べ
、
テ
ロ
の
危
険
が
な

い
と
い
う
安
全
感
情
と
引
き
換
え
で
あ
れ
ば
市
民
は
匿
名
性
の
放
棄
を
甘
受
す
る
と
見
て
い
る
。
テ
ロ
犯
罪
は
社
会
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の

基
盤
を
掘
り
崩
す
も
の
で
あ
り
、
か
つ
社
会
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
は
十
分
に
対
処
で
き
な
い
ゆ
え
に
、
テ
ロ
対
策
の
場
面
で
は
国
家
の
抑

止
的
措
置
が
前
面
に
出
る
こ
と
を
ケ
ッ
タ
ー
も
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る

(�)
。

(

３)

警
察
機
関
の
透
明
性
の
確
立

ケ
ッ
タ
ー
の
想
定
す
る
市
民
社
会
に
よ
る
安
全
構
築
が
権
威
的
警
察
国
家
の
そ
れ
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
い
く
つ
か
の

条
件
が
必
要
に
な
る
。
そ
れ
は
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
挙
げ
れ
ば

｢
透
明
性
と
公
開
性｣

の
確
立
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
正
確
な
情
報
は
分

別
あ
る
市
民
を
増
や
し
不
安
全
を
除
去
す
る
こ
と
に
効
果
が
あ
る
ゆ
え
に
、
市
民
に
対
す
る
情
報
提
供
は
国
家
の
治
安
力
へ
の
信
頼
を
高

め
る
。
ま
た
、
情
報
は
治
安
政
策
に
関
す
る
市
民
に
開
か
れ
た
論
議
の
前
提
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
覆
面
捜
査
員
や
盗
聴
な

ど
を
用
い
た
極
秘
捜
査
は
例
外
的
・
限
定
的
に
の
み
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
そ
の
捜
査
結
果
は
公
表
を
当
然
の
も
の
と
さ
れ
る
。
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(
４)

ケ
ッ
タ
ー
説
の
問
題
点

ケ
ッ
タ
ー
の
議
論
は
、
市
民
の
不
安
に
対
応
し
た

｢

強
い
国
家｣

の
登
場
へ
の
警
戒
感
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
ケ
ッ
タ
ー
は
、
近
年
の

一
部
に
見
ら
れ
る
国
家
の
再
擬
人
化
を
批
判
し
、
ま
た
、
象
徴
的
立
法
が
示
そ
う
と
す
る

｢

犯
罪
に
対
す
る
国
家
の
強
い
意
思｣

に
も
懐

疑
的
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
、｢

強
い
国
家｣

に
よ
る
安
全
構
築
へ
の
対
抗
戦
略
と
し
て
、
市
民
社
会
に
よ
る
安
全
構
築
を
打
ち
出
す
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
構
想
に
つ
い
て
は
、
ケ
ッ
タ
ー
の
描
く
市
民
社
会
と
そ
の
構
成
員
で
あ
る
成
熟
し
た
市
民
の
モ
デ
ル
に
コ
ミ
ッ
ト

す
る
か
否
か
で
、
評
価
は
分
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
仮
に
ケ
ッ
タ
ー
の
市
民
社
会
像
に
共
感
す
る
者
で
あ
っ
て
も
、
ケ
ッ
タ
ー
が
自
ら
の
理

想
と
す
る
社
会
モ
デ
ル
を
根
拠
に
、
現
在
の
ド
イ
ツ
で
現
実
に
実
施
さ
れ
て
い
る
治
安
法
制
の
方
向
性
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
し
ま
っ
て

い
る
点
に
は
違
和
感
を
覚
え
る
の
で
は
な
い
か
。
現
に
、
州
警
察
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
、
経
済
界
の
連
携
に
よ
る
防
犯
の
要
諦
と
し
て
期
待
さ

れ
る
自
治
犯
罪
予
防
協
議
会
に
し
て
も
、
本
来
の
州
の
権
限
で
あ
る
警
察
任
務
を
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
肩
代
わ
り
さ
せ
る
結
果
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
ゲ
マ
イ
ン
デ
側
か
ら
の
批
判
が
あ
る

(�)
と
い
う
の
に
で
あ
る
。

市
民
社
会
の
諸
力
が
主
体
と
な
っ
た
安
全
構
築
と
い
う
形
式
を
と
り
な
が
ら
、
国
の
治
安
政
策
に
市
民
が
取
り
込
ま
れ
て
い
く
危
険
性

は
あ
ら
た
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、｢

社
会
的
規
範
を
身
に
つ
け
た
成
熟
し
た
市
民｣

と
い
う
発
想
自
体
、
こ
れ

ら
の
行
為
規
範
か
ら
逸
脱
す
る
少
数
派
の
排
除
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
主
観
的
な
安
全
感
情
を
求
め
る

｢

市
民
は
、
自
分
の
自
己
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
の
適
切
な
行
使
の
反
対
給
付
と
し
て
、
他
の
市
民
の
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
国
家
が
担
保
す
る
こ
と
を
国
家
に
期
待
す
る

(�)｣

。

こ
の
よ
う
な
感
覚
を
持
っ
た
市
民
が
安
全
構
築
に
積
極
的
に
参
画
す
る
こ
と
で
高
ま
る

｢

安
全
感
情｣

と
い
う
も
の
は
、
か
か
る
任
務
に

自
ら
が
主
体
的
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
感
覚
そ
れ
自
体
か
ら
得
ら
れ
る
安
心
感
に
す
ぎ
な
い
と
す
ら
い
え
そ
う
で
あ
る

(�)

。

安
全
維
持
向
上
に
関
す
る
ケ
ッ
タ
ー
の
戦
略
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
点
を
伴
う
戦
略
で
あ
る
点
は
意
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。

安
全
感
情
の
保
護
に
対
す
る
公
権
力
の
役
割

(

植
松)

三
六
三



ま
と
め

公
法
学
の
タ
ー
ム
と
し
て
の
安
全
と
安
全
感
情
の
再
定
位
を
試
み
る
Ｃ
・
グ
ズ
ィ
は
、
客
観
的
な
安
全
と
主
観
的
な
安
全
感
情
と
の
相

違
を
強
調
し
、
安
全
感
情
の
維
持
向
上
は
公
権
力
の
独
立
か
つ
固
有
の
任
務
で
は
な
く
、
安
全
確
保
の
た
め
に
憲
法
や
法
律
が
警
察
等
の

機
関
に
付
与
し
た
権
限
を
遂
行
す
る
範
囲
の
中
で
付
随
的
に
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
と
捉
え
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
あ
わ
せ
て
彼
は
、
安

全
感
情
の
維
持
向
上
は
国
家
の
法
的
な
義
務
と
捉
え
な
い
一
方
で
、
そ
の
維
持
向
上
は
憲
法
秩
序
の
基
盤
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
故
に
政

治
責
任
が
問
わ
れ
る
問
題
で
あ
る
と
い
う
見
方
も
示
す
。
さ
ら
に
、
グ
ズ
ィ
は
、
安
全
感
情
の
維
持
向
上
と
い
う
機
能
は
警
察
に
限
ら
ず
、

民
間
警
備
会
社
に
代
表
さ
れ
る
私
人
に
よ
っ
て
も
も
た
ら
さ
れ
う
る
点
を
強
調
し
て
い
る
。

要
す
る
に
、
グ
ズ
ィ
の
議
論
は
、
安
全
感
情
の
維
持
向
上
を
軽
視
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
役
割
を
国
家
が
独
占
す
べ
き
か

(｢

国

家
任
務
と
し
て
の
安
全｣)

否
か
、
ま
た
、
そ
れ
を
国
家
の
法
的
義
務
と
捉
え
る
べ
き
か

(｢

安
全
に
対
す
る
基
本
権｣)

否
か
、
と
い
う

争
点
に
お
け
る
従
来
の
議
論
へ
の
批
判
的
応
答
な
の
で
あ
る
。
こ
の
安
全
感
情
の
維
持
向
上
と
い
う
役
割
を
民
間
警
備
会
社
に
も
認
め
る

グ
ズ
ィ
の
主
張
を
発
展
さ
せ
、
安
全
構
築
の
主
た
る
担
い
手
を

｢

市
民
社
会｣

に
求
め
る
方
向
で
公
権
力
と
民
間
の
役
割
を
再
構
成
す
る

の
が
Ｍ
・
ケ
ッ
タ
ー
で
あ
る
。
グ
ズ
ィ
や
ケ
ッ
タ
ー
の
議
論
は
、
治
安
法
制
に
お
け
る
国
家
の
積
極
的
な
介
入
に
歯
止
め
を
か
け
つ
つ
、

他
方
で
、
安
全
の
確
保
と
安
全
感
情
の
維
持
向
上
と
い
う
焦
眉
の
課
題
に
つ
い
て
、
今
日
の
政
治
学
や
行
政
学
の
関
心
で
あ
る
公
的
部
門

の
見
直
し
論
や

｢

市
民
社
会｣

論
に
適
合
的
な
方
向
で
ビ
ジ
ョ
ン
を
示
し
た
点
に
そ
の
意
義
を
持
つ
。
そ
こ
に
は
、
警
察
活
動
の
透
明
性

の
確
保
や
、
市
民
の
参
画
の
要
請
な
ど
、
我
が
国
の
治
安
法
制
を
考
え
る
上
で
は
示
唆
に
値
す
る
主
張
が
確
か
に
含
ま
れ
て
は
い
る

(�)

。

し
か
し
な
が
ら
、
グ
ズ
ィ

(

の
み
な
ら
ず

｢

警
察
・
民
間
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ｣
を
説
く
シ
ュ
ト
ー
バ
ー
や
、｢

協
調
社
会
に
お
け
る

島
大
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警
察
法
制｣

を
説
く
ピ
チ
ャ
ー
ス

(�)
ら
も
含
め
て
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が)

や
ケ
ッ
タ
ー
ら
は
、
安
全
構
築
の
担
い
手
と
し
て
の
社
会
に

過
度
な
信
頼
を
置
き
す
ぎ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
彼
ら
の
議
論
に
は
、
個
々
人
の
相
互
監
視
化
が
も
た
ら
す
監
視
社
会
へ
の
警
戒
心
が

希
薄
で
あ
る

(�)
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
む
し
ろ
我
が
国
の
憲
法
学
は
こ
れ
ま
で
十
分
に
警
戒
的
で
あ
っ
た
と
評
価
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う

(�)

。

以
上
を
踏
ま
え
て
、
我
が
国
の

｢

安
全
・
安
心｣

を
め
ぐ
る
憲
法
学
の
議
論
へ
の
示
唆
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
以
下
の
点
を
提
示
し
た

い
。｢

安
全｣

と
は
あ
る
程
度
客
観
的
な
把
握
が
可
能
な

｢

危
険
の
な
い
状
態｣

を
意
味
す
る
と
定
義
す
れ
ば
、｢

安
全｣

を
お
び
や
か
す

｢

危
険｣

を
領
域
ご
と
に
特
定
す
る
こ
と

(

原
発
の
放
射
能
漏
れ
の
危
険
な
の
か
、
地
震
に
よ
る
家
屋
倒
壊
の
危
険
な
の
か
、
あ
る
い
は
、

青
少
年
の
麻
薬
汚
染
の
危
険
な
の
か)

は
一
応
困
難
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、｢

不
安
を
感
じ
て
い
な
い
状
態｣

と
い
う
個
々
人
の

感
覚
に
左
右
さ
れ
る

｢

安
心｣
の
場
合
は
、｢

不
安｣

が
時
と
し
て
複
合
的
な
要
素
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
た
め
に
、
そ
の
対
象
を
特
定
す

る
こ
と
が
難
し
い
。
例
え
ば
、
失
業
に
対
す
る
不
安
と
災
害
に
対
す
る
不
安
と
食
品
の
農
薬
汚
染
へ
の
不
安
が
一
緒
に
な
り
将
来
に
対
す

る
不
安
を
構
成
す
る
。
こ
う
し
た

｢

不
安｣
の
特
徴
を
踏
ま
え
れ
ば
、
少
な
く
と
も
治
安
領
域
の
議
論
に
お
い
て
は

(�)

、
客
観
的
把
握
が
可

能
な
具
体
的
な

｢

危
険｣

が
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
の

｢

安
全｣

を
中
心
に
構
成
す
る
伝
統
的
な
発
想
を
堅
持
し
、
他
方
、

｢

安
全
感
情｣

、｢

安
心｣

、｢

不
安｣

と
い
っ
た
概
念
の
使
用
に
は
抑
制
的
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
す
な
わ
ち
、
グ
ズ
ィ
の
言
う
よ
う

に
、｢

安
全
感
情｣

、｢

安
心｣

と
は
、
客
観
的
な

｢

安
全｣
の
確
保
の
付
随
効
果
と
し
て
個
々
人
に
も
た
ら
さ
れ
る

(

も
し
く
は
、
も
た

ら
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る)

も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

＊
本
稿
は
、
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
二
○
○
四
年
度
基
盤
研
究

｢

転
換
期
に
お
け
る
市
民
的
安
全
構
築
の
比
較
憲
法
的
研
究｣

(

研
究
代
表
・

森
英
樹)

の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

安
全
感
情
の
保
護
に
対
す
る
公
権
力
の
役
割

(

植
松)
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六
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(
１)

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

(

斉
藤
信
治
訳)

『

不
安
の
概
念』

(

岩
波
文
庫)

六
八
頁
。

(
２)

こ
な
れ
な
い
訳
語
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
日
本
語
の

｢

安
心｣

(

ま
し
て
や

｢

体
感
治
安｣

！)

と
い
う
語
の
持
つ
含
意
と
区
別
す
る

た
め
、｢

安
全
感
情｣

と
す
る
。

(

３)
法
時
時
報
七
六
巻
一
三
号

(

二
○
○
四
年)

｢

学
会
回
顧｣

一
一
―
一
二
頁

[

村
田
尚
紀
・
木
下
智
史]

、
同
七
七
巻
一
三
号

(

二
○
○
五

年)
｢

学
会
回
顧｣

一
一
―
一
二
頁

[

村
田
・
木
下]

、
公
法
研
究
六
七
号

(

二
○
○
五
年)

｢

学
会
展
望｣

三
○
三
―
三
○
四
頁

[

水
島
朝

穂]

で
も
、｢
安
全
・
安
心｣

は
ひ
と
つ
の
テ
ー
マ
領
域
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。

(

４)

Ｍ
・
ケ
ッ
タ
ー
は
、
狭
義
の
安
全
法
制

(Sicherheitsrecht)

を
、
刑
法
、
刑
事
訴
訟
法
、
危
険
防
除
法
が
協
働
作
用
し
つ
つ
も
、
こ
れ

ら
の
法
制
か
ら
自
律
し
た
法
領
域
と
位
置
づ
け
る
。
加
え
て
秩
序
維
持
法
制
、
憲
法
擁
護
法
制
、
諜
報
機
関
法
制
が
広
義
の
治
安
法
制
を
構

成
す
る
と
い
う
。V

gl.
M

atthias
K
o ･･tter,

D
as

Sicherheitsrecht
der

Zivilgesellschaft:
Ein

Pla ･･doyer
fu ･･r

Transparenz
in

Zeiten
gesellschaftlischer

U
nsicherheit,

K
J

2003,
S.

65.
(

５)

警
察
の
治
安
対
策
の
文
脈
で
の

｢

安
全
・
安
心｣

の
使
わ
れ
方
と
し
て
、
例
え
ば

『

平
成
一
七
年
版
警
察
白
書』

(

二
○
○
五
年)

一
五

○
頁
以
下
参
照
。｢

安
全
・
安
心｣
を
掲
げ
て
の
警
察
、
自
治
体
、
地
域
社
会
が
一
体
と
な
っ
た
治
安
政
策
を
批
判
的
に
考
察
す
る
文
献
と

し
て
、
さ
し
あ
た
り
、
清
水
雅
彦

｢『
安
全
・
安
心』

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
統
治
の

『

危
機』｣

憲
法
理
論
研
究
会
編

『�
危
機
の
時
代�
と
憲

法』
(

敬
文
堂
、
二
○
○
五
年)

一
○
七
頁
以
下
参
照
。

(

６)

森
英
樹

｢

憲
法
学
に
お
け
る

『

安
全』

と

『
安
心』｣

樋
口
陽
一
先
生
古
希
記
念

『

憲
法
論
集』

(

創
文
者
、
二
○
○
五
年)

五
○
三
頁
以

下
と
く
に
五
一
四
―
五
一
五
頁
。
そ
こ
で
は
宗
教
上
の
理
由
か
ら
輸
血
を
拒
否
す
る
患
者
の
身
体
の
客
観
的

｢

安
全｣

と
宗
教
上
の
主
観
的

｢

安
心｣

と
の
相
克
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
森
英
樹

｢『

自
由
・
安
全
・
自
治』

で
読
み
解
く
憲
法
構
造
の
転
換
と
国
際
的
文
脈｣

憲
法
問
題
一
二
号

(

二
○
○
一
年)

六
五
頁
以
下
も
参
照
。
一
九
九
八
年
の

『

安
全
学』

(

青
土
社)

公
刊
以
降
、
わ
が
国
に
お
い
て

｢

安

全
学｣

と
い
う
学
問
領
域
を
構
築
し
つ
つ
あ
る
村
上
陽
一
郎
も
近
著
で
は
安
全
と
安
心
の
違
い
を
よ
り
自
覚
的
に
使
い
分
け
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。
村
上
陽
一
郎

『

安
全
と
安
心
の
科
学』

(

集
英
社
、
二
○
○
五
年)

三
六
―
三
八
頁
参
照
。

(

７)

宗
教
団
体
ア
レ
フ
を
め
ぐ
る
一
連
の
事
件

(

団
体
規
制
法
の
適
用
、
信
者
や
そ
の
子
ど
も
の
住
民
票
不
受
理
や
就
学
拒
否)

は
こ
の
こ
と

を
考
え
る
上
で
の
素
材
で
あ
ろ
う
。
金
尚
均

｢

刑
法
の
変
容
と
オ
ウ
ム
裁
判｣
法
律
時
報
七
六
巻
九
号

(

二
○
○
四
年)

七
三
頁
以
下
、
清

水
雅
彦

｢

オ
ウ
ム
事
件
と
市
民
社
会
の
あ
り
よ
う｣

同
八
五
頁
以
下
参
照
。
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(
８)

W
infried

B
rugger/C

hristoph
G
usy,

G
ew

a ･･hrleistung
von

Freiheit
und

Sicherheit
im

Lichte
unterschiedlicher

Staats-
und

V
erfassungsversta ･･ndnisse,

V
V
D
StR

L
63,

2004,
S.

151
ff.

(

９)
V
gl.

z.
B
.

C
.

G
usy,

a.
a.

O
.
(A

nm
.

8),
S.

152
ff.;

B
enno

K
irsch,

V
erbrechensbeka ･･m

pfung
durch

private
Sicherh

eitsdienste?,
K
J

2002,
S.

233
ff.

邦
語
・
邦
訳
文
献
と
し
て
井
田
良

｢

最
近
に
お
け
る
刑
事
立
法
の
活
性
化
と
そ
の
評
価｣

刑
法
雑

誌
四
三
巻

(

二
○
○
四
年)

二
六
八
頁
以
下
、
吉
田
尚
正

｢

ド
イ
ツ
に
お
け
る

『

安
全
と
自
由』

論
と
日
本
の
治
安
へ
の
含
意｣

自
治
研
究

八
○
巻
一
一
号
一
一
四
頁
以
下
、
カ
ー
ル
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ク
ン
ツ

(

葛
原
力
三
訳)

｢(

講
演)

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
刑
事
政
策｣

刑
法

雑
誌
四
一
巻
三
号

(

二
○
○
二
年)

三
五
○
頁
以
下
等
参
照
。

(

10)
M

atthias
K
o ･･tter,

Subjektive
Sicherheit,

A
utonom

ie
und

K
ontrolle,

D
er

Staat
2004,

S.
372

f.

ケ
ッ
タ
ー
は
、｢

不
安｣

は
法
的
基
準
と
し
て
民
事
法
の
領
域
に
も
そ
の
場
を
拡
大
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
こ
で
は
、
前
の
賃
借
人
が
設
置
し
た
自
動
無
線
ア
ン

テ
ナ
の
電
磁
波
被
害
に
不
安
を
感
じ
る
賃
借
人
に
よ
る
家
賃
減
額
の
訴
え
を
、
客
観
的
な
被
害
の
証
明
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
か
る

不
安
を
根
拠
に
原
告
の
訴
え
を
認
め
た
判
決

(A
G

M
u ･･nchen

v.
27.

3.
1998,

A
z.

432
C

7381/95)

が
例
示
さ
れ
て
い
る
。

(

11)
U
w
e

V
olkm

ann,
Sicherheit

und
R
isiko

als
Problem

e
des

R
echtsstaats,

JZ
2004,

S.
696

ff.,
insb.

S.
700

―703.

も
っ

と
も
、
予
防
は
、
将
来
に
存
す
る
で
あ
ろ
う
具
体
的
侵
害
の
除
去
と
解
す
る
限
り
に
お
い
て
、
客
観
的
な
安
全
の
観
点
か
ら
講
じ
ら
れ
る
措

置
と
見
る
こ
と
は
で
き
る

(vgl.
M

.
K
o ･･tter,

a.
a.

O
.
[A

nm
.

4],
S.

377
f.)

。

(

12)
｢

安
全
一
括
法｣

の
憲
法
上
の
問
題
点
に
つ
い
て
、vgl.

M
artin

N
olte,

D
ie

A
nti-Terror-Pakte

im
Lichte

des
V
erfassungsrechts,

D
V
B
l
2002,

S.
573

ff.;
Thom

as
G
ro�,

Terrorbeka ･･m
pfung

und
G
rundrechte,

K
J

2001,
S.

1
ff.

(

13)
V
gl.

H
ans

Lisken,
Sicherheit�

durch
K
rim

inalita ･･tsbeka ･･m
pfung�,

ZR
P

1994,
S.

49
ff.

(

14)
V
gl.

z.
B
.

M
ichael

D
olderer,

V
erfassungsfragen

der
Sicherheit

durch
N
ull-Toleranz�,

N
V
w
Z

2001,
S.

130
ff.

(

15)

こ
の
点
に
つ
き
、
拙
稿

｢

ド
イ
ツ
に
お
け
る
公
共
の
場
で
の
カ
メ
ラ
監
視
の
憲
法
学
的
考
察｣

名
古
屋
大
学
法
政
論
集
二
一
二
号

(

二
○

○
六
年)

二
九
一
頁
以
下
参
照
。
こ
れ
は
本
稿
と
脱
稿
時
期
を
同
じ
く
す
る
が
、
カ
メ
ラ
監
視
を
正
当
化
す
る
議
論
に
お
い
て
市
民
の
安
全

感
情
が
果
た
す
役
割
や
、
社
会
に
よ
る
安
全
構
築
と
い
う
議
論
の
中
で
カ
メ
ラ
監
視
が
正
当
化
さ
れ
る
状
況
に
検
討
の
焦
点
を
当
て
た
。
本

稿
は
そ
の
補
遺
の
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
参
照
を
請
い
た
い
。

(

16)
V
G

K
arlsruhe,

N
V
w
Z

2002,
S
.

117
ff.

同
判
決
を
基
本
的
に
支
持
す
る
評
釈
と
し
てM

ichael
A
nderheiden,

V
ideou ･･

安
全
感
情
の
保
護
に
対
す
る
公
権
力
の
役
割

(

植
松)

三
六
七

���



berw
achung

in
der

Fu�ga ･･ngezone,
JuS

2003,
S.

438
ff.

批
判
的
な
検
討
と
し
て
、Joachim

Pohl,
V
ideou ･･berw

achung
im

o ･･

ffentlichen
R
aum

,
K
J

2003,
S.

317
ff.

(

17)
V
G

K
arlsruhe,

N
V
w
Z

2002,
S.

118.
(

18)
C
hristoph

G
usy,

Polizei
und

private
Sicherheitsdienste

im
o ･･ffentlichen

R
aum

,
V
erw

A
rch

2001,
S.

359

―362.
(

19)
C
.

G
usy,

a.
a.

O
.
(A

nm
.

8),
S,

159.
(

20)

グ
ズ
ィ
に
よ
れ
ば
、
①
犯
罪
被
害
や
目
撃
の
経
験
を
持
つ
者
は
安
全
感
情
の
維
持
が
他
人
よ
り
も
困
難
で
あ
る
。
②
犯
罪
情
報
に
関
心
の

高
い
人
物
は
客
観
的
に
は
発
生
の
ま
れ
な
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
か
不
安
を
感
じ
や
す
い
。
③
警
察
に
よ
る
犯
罪
対
策
の
公
表
や
、
メ
デ
ィ

ア
の
報
じ
る
犯
罪
認
知
件
数
増
加
や
検
挙
率
低
下
の
ニ
ュ
ー
ス
も
不
安
を
煽
る
効
果
が
あ
る

(C
.

G
usy,

a.
a.

O
.
[A

nm
.

18],
S.

361
f.)

。

(

21)
C
hristoph

G
usy,

R
echtsgu ･･terschutz

als
Staatsaufgabe,

D
O ･･V

1996,
S.

573
ff.;

vgl.
ders.,

Polizeirecht,
A
ufl.

5,
M

u ･･

nchen
2003,

R
dn.

71

―73.
(

22)

こ
の
よ
う
な
説
に
つ
い
て
さ
し
あ
た
り
、vgl.

C
.

G
usy,

a.
a.

O
.
(A

nm
.

21
[Polizeirecht]),

R
dn.

71

―73.
(

23)
C
.

G
usy,

a.
a.

O
.
(A

nm
.

8),
S.

170.
(

24)
C
.

G
usy,

a.
a.

O
.
(A

nm
.

18),
S.

363;
ders.,

a.
a.

O
.
(A

nm
.

8),
S.

160,
181.

(

25)
C
.

G
usy,

a.
a.

O
.
(A

nm
.

18),
S.

363.
(

26)
A
ussprache

und
Schlussw

orte
[Frow

ein],
V
V
D
StR

L
63,

2004,
S.

201.
(

27)
A
ussprache

und
Schlussw

orte
[Pitschas],

V
V
D
StR

L
63,

2004,
S.

203.
(

28)
A
ussprache

und
Schlussw

orte
[B

attis],
V
V
D
StR

L
63,

2004,
S.

204.
(

29)

こ
の
問
い
へ
の
グ
ズ
ィ
の
応
答

(C
.

G
usy,

a.
a.

O
.
[A

nm
.

8],
S.

208
f.)

は
噛
み
合
っ
て
い
な
い
。
安
全
感
情
と
政
治
・
立

法
過
程
と
の
連
関
に
つ
い
て
、
Ｍ
・
ケ
ッ
タ
ー
に
よ
る
以
下
の
説
明
も
紹
介
し
て
お
こ
う
。
極
め
て
限
定
的
な
範
囲
の
潜
在
的
犠
牲
者
の
脅

威
は
メ
デ
ィ
ア
媒
介
的
強
化

(m
ediale

V
ersta ･･rkung)

の
過
程
を
通
じ
て
、
公
共
的
意
識
と
し
て
の
不
安
を
形
成
す
る
。
不
安
が
公
共
意

識
に
な
る
か
ら
こ
そ
、
政
治
の
争
点
と
な
り
う
る
。
た
だ
し
、
公
共
意
識
と
し
て
の
不
安
は
具
体
的
危
険
か
ら
は
乖
離
し
て
お
り
、
メ
デ
ィ

ア
媒
介
的
強
化
は
し
ば
し
ば
歪
み
を
伴
う
。
九
○
年
代
以
降
の
大
き
な
社
会
問
題
で
あ
る
性
的
動
機
か
ら
の
児
童
へ
の
犯
罪
の
増
加
と
そ
の

島
大
法
学
第
四
九
巻
第
四
号

三
六
八



対
処
を
め
ぐ
る
論
議
は
そ
の
典
型
例
で
あ
る
。
異
常
で
残
忍
な
性
犯
罪
の
報
道
は
、
性
犯
罪
歴
の
あ
る
者
へ
の
保
安
監
視
措
置
の
導
入
へ
と

結
実
し
た
が
、
性
的
動
機
か
ら
の
児
童
殺
害
は
統
計
上
で
は
七
○
年
代
と
比
較
し
て
も
実
は
減
少
し
て
い
る
の
で
あ
る

(M
.

K
o ･･tter,

a.
a.

O
.
[A

nm
.

4],
S.

72)

。
な
お
、
俗
説
で
も
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
国
民
は
犯
罪
へ
の
不
安
感
を
持
つ
傾
向
が
と
く
に

強
い
と
ケ
ッ
タ
ー
は
指
摘
す
る

(ebenda,
S.

72)

。

(

30)
Institut

fur ･･
Sicherheits-

und
Pra ･･ventionsforschung

,
Innere

Sicherheit:
H
erausforderung

m
oderner

G
esellschaften

,
http://w

w
w
.isip.uni-ham

burg.de/
ISSP

は
一
九
九
六
年
に
設
立
さ
れ
、｢

犯
罪
予
防
、
公
共
の
安
全
、
お
よ
び
社
会
的
・
国
家
的
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
の
形
態
を
学
問
的
な
調
査｣

(

会
則
二
条)

を
目
的
と
す
る
研
究
機
関
で
あ
り
、
Ｒ
・
ラ
ウ
ト
マ
ン
、
Ｆ
・
サ
ッ
ク
ら
が
研
究
員
に

名
を
連
ね
て
い
る
。
ま
た
、B

eirat

陣
に
は
Ｈ
・
Ｐ
・
ブ
ル
、
Ｅ
・
デ
ニ
ン
ガ
ー
、
Ｕ
・
Ｋ
・
プ
ロ
イ
ス
な
ど
憲
法
学
に
お
な
じ
み
の
名
も

見
ら
れ
る
。

(

31)
M

.
K
o ･･tter,

a.
a.

O
.
(A

nm
.

10),
S.

378.
(

32)
V
gl.

U
w
e

V
olkm

ann,
Sicherheit

und
R
isiko

als
Problem

e
des

R
echtsstaats,

JZ
2004,

S.
696

ff.
(

33)
M

.
K
o ･･tter,

a.
a.

O
.
(A

nm
.

4),
S.

75

―77,
isnb.

77.
(

34)
V
gl.

z.
B
.

M
artin

Fu ･･hr,
Sym

bolische
G
esetzgebung:

verfassungseidrig?,
K
riV

2003,
S.

5
ff.

新
谷
一
幸

｢

∧
紹
介
∨

ハ
セ
マ
ー

『

象
徴
的
刑
法
と
法
益
保
護』
修
道
法
学
一
七
巻

(

一
九
九
五
年)

一
七
九
頁
以
下
、
金
尚
均

『

危
険
社
会
と
刑
法』

(

成
文
堂
、

二
○
○
一
年)

七
四
―
七
六
、
一
八
○
―
一
八
三
頁
参
照
。
と
く
に
一
八
二
頁
脚
註

(

６)

の
金
の
指
摘
は
鋭
い
。

(

35)
M

.
K
o ･･tter,

a.
a.

O
.,

(A
nm

.
4),

S.
67

―70;
ders.,

a.
a.

O
.
(A

nm
.

10),
S.

379.
(

36)
M

.
K
o ･･tter,

a.
a.

O
.,

(A
nm

.
4),

S.
71.

(

37)

グ
ズ
ィ
は
、
ゲ
ー
テ
ィ
ッ
ド
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
的
安
全
観
を
見
て
と
る

(C
.

G
usy,

a.
a.

O
.
[A

nm
.

8],
S.

164)

。

(

38)
V
gl.

C
.

G
usy,

a.
a.

O
.
(A

nm
.

18),
S.

353

―355.
(

39)

米
丸
恒
治

『

私
人
に
よ
る
行
政』

(

日
本
評
論
社
、
一
九
九
九
年)
一
七
七
頁
参
照
。
バ
イ
エ
ル
ン
治
安
監
視
員
に
は
職
務
質
問
、
身
元

確
認
お
よ
び
移
動
命
令
の
権
限
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
米
丸
論
文
で
は

｢
保
安
監
視
員｣

と
訳
さ
れ
て
い
る
。

(

40)

米
丸
・
前
掲
書
・
註

(

39)

一
六
九
頁
以
下
と
く
に
一
九
○
頁
、
高
橋
昭
男

｢
ド
イ
ツ
に
お
け
る
警
察
任
務
の

『

民
営
化』

、
民
間
委
託
、

安
全
感
情
の
保
護
に
対
す
る
公
権
力
の
役
割

(

植
松)

三
六
九



民
間
と
の
協
働
―
国
家
の
権
力
独
占
を
め
ぐ
る
法
状
況
そ
の
二｣

大
阪
大
学
法
学
部
創
立
五
十
周
年
記
念

『

二
十
一
世
紀
の
法
と
政
治』

(

有
斐
閣
、
二
○
○
二
年)

一
一
九
頁
以
下
と
く
に
一
四
五
頁
。
グ
ズ
ィ
の
所
説
は
高
橋
・
同
書
一
二
九
頁
、
一
三
四
頁
で
検
討
さ
れ
て
い

る
。

(

41)
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
公
共
交
通
機
関

(

ベ
ル
リ
ン
地
下
鉄
と
市
内
鉄
道)

で
従
事
す
る
警
備
員
の
活
動
を
素
材
と
し
た
Ｂ
・
キ
ル
シ
ュ

の
考
察
が
注
目
さ
れ
る
。
キ
ル
シ
ュ
は
、
①
民
間
警
備
員
は
実
際
に
は
犯
罪
予
防
で
は
な
く
、
無
賃
乗
車
の
摘
発
な
ど
犯
罪
抑
止
的
な

(repressiv)
任
務
を
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
②
民
間
警
備
員
の
導
入
は

｢(

潜
在
的)

犯
罪
者
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
と
い
う
よ
り

は
、
主
観
的
安
全
を
高
め
る
と
い
う
包
括
的
コ
ン
セ
プ
ト
の
一
部
で
あ
る
こ
と｣

、
③
市
民
は
犯
罪
の
犠
牲
者
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
不
安

全
な
感
覚
を
得
る
の
で
は
な
く
、
誰
の
助
け
も
期
待
で
き
な
い
状
況
、
自
分
自
身
の
無
力
感
、
知
識
の
欠
如
な
ど
の
理
由
か
ら
不
安
全
さ
を

感
じ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
す
る
。B

.
K
irsch,

a.
a.

O
.
(A

nm
.

9),
S.

238
f.

(

42)
C
.

G
usy,

a.
a.

O
.
(A

nm
.

18),
S,

363
f.

な
お
、
バ
イ
エ
ル
ン
治
安
監
視
員
の
場
合
、
法
律
は
治
安
監
視
員
に
武
器
の
携
帯

を
認
め
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
標
章
の
携
帯
以
外
は
私
服
を
着
用
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る

(

米
丸
・
前
掲
書
・
註

[

39]

一
七
七
頁
参
照)

。

(

43)
M

.
K
o ･･tter,

a.
a.

O
.
(A

nm
.

4),
S.

78

―81;
ders.,

a.
a.

O
.
(A

nm
.

10),
S.

392

―398.
(

44)
M

.
K
o ･･tter,

a.
a.

O
.
(A

nm
.

10),
S.

398.

ケ
ッ
タ
ー
が
安
全
法
制
の
場
面
で
市
民
と
公
権
力
と
の
関
係
に
適
用
と
し
て
い
る
モ

デ
ル
は
、
行
動
の
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
集
団
的
連
帯
意
識
、
参
加
・
諮
問
を
通
じ
た
決
定
過
程
な
ど
を
通
じ
て
企
業
と
従
業
員
の
著
し
い

自
己
同
一
化
を
特
徴
と
す
る
ト
ヨ
タ
型
労
務
管
理
で
あ
る

(ebenda,
S.

397)

。

(

45)
Zit.

in
M

.
K
o ･･tter,

a.
a.

O
.
(A

nm
.

10),
S.

380.
(

46)
M

.
K
o ･･tter,

a.
a.

O
.
(A

nm
.

10),
S.

380.
(

47)

ド
イ
ツ
の
場
合
、
九
八
年
の
連
邦
・
州
内
相
連
絡
会
議
で
合
意
さ
れ
、
二
○
○
○
年
に
第
一
次
計
画
が
提
示
さ
れ
た

｢

安
全
ネ
ッ
ト
行
動

計
画｣
(A

kition
Sicherheitsnetz)

が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
ゼ
ロ
・
ト
レ
ラ
ン
ス
政
策
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
警
察
化
や
自
治
体
に
よ

る
犯
罪
予
防
の
発
想
を
結
び
付
け
、
同
時
に
警
察
の
イ
メ
ー
ジ
・
ア
ッ
プ
を
ね
ら
い
と
し
た
国
内
治
安
に
関
す
る
包
括
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
で

あ
り
、
警
察
の
増
員
、
民
間
警
備
会
社
の
積
極
的
活
用
、
自
治
体
犯
罪
予
防
協
議
会
の
設
置
・
支
援
、
市
民
の
目
線
に
立
っ
た
警
察
活
動
な

ど
の
た
め
の
施
策
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る

(vgl.
M

.
K
o ･･tter,

a.
a.

O
.
[A

nm
.

10],
S.

380)

。

(

48)
M

.
K
o ･･tter,

a.
a.

O
.
(A

nm
.

10),
S.

389

―392,
397.

島
大
法
学
第
四
九
巻
第
四
号

三
七
〇



(
49)

米
丸
・
前
掲
書
・
註

(

39)

一
七
一
頁
参
照
。

(
50)

M
.

K
o ･･tter,

a.
a.

O
.
(A

nm
.

10),
S.

397.
(

51)
芹
沢
一
也

｢『

子
ど
も
を
守
れ』

と
い
う
快
楽｣

論
座
二
○
○
六
年
二
月
号
四
○
頁
以
下
か
ら
示
唆
を
得
た
。

(

52)
我
が
国
の
警
察
行
政
の
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
、
原
野
翹

『

行
政
の
公
共
性
と
行
政
法』

(

法
律
文
化
社
、
一
九
九
七
年)

一
六
四
―
一
六

五
頁
の
指
摘
を
参
照
。

(

53)
V
gl.

R
olf

Stober,
Private

Sicherheitsdienste
als

D
ienstleister

fu ･･r
die

o ･･ffentliche
Sicherheit?,

ZR
P

2001,
S.

260
ff.;

R
ainer

Pitschas,
G
efahrenabw

ehr
durch

private
Sicherheitsdienste?,

D
O ･･V

1997,
S.

393
ff.

(

54)

そ
れ
ゆ
え
、
ド
イ
ツ
の
実
務
と
グ
ズ
ィ
説
な
ど
の
学
説
は
、
吉
田
・
前
掲
論
文
・
註

(

９)

一
二
四
―
一
二
七
頁
の
ご
と
く
、
我
が
国
の

近
年
の
警
察
活
動
を
正
当
化
す
る
論
拠
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(

55)

さ
し
あ
た
り
、
清
水
・
前
掲
論
文
・
註

(

５)

、
岡
本
篤
尚

｢『

安
全』

の
専
制｣

憲
法
問
題
一
二
号

(

二
○
○
一
年)

九
三
頁
以
下
、
同

｢

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
し
て
の

『
安
全
・
安
心』｣

法
律
時
報
臨
時
増
刊

『

憲
法
改
正
問
題』

(

二
○
○
五
年)

二
○
七
頁
以
下
等
参
照
。

(

56)
｢

安
全
・
安
心｣

は
多
様
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
検
討
が
可
能
か
つ
必
要
な
論
点
で
あ
り
、
本
稿
の
検
討
は
極
め
て
限
定
的
な
射
程
に
と

ど
ま
る
。
例
え
ば
、
村
上
・
前
掲
書
・
註

(
６)

等
も
参
照
。
本
稿
脱
稿
直
前
に
公
刊
さ
れ
た
、
堀
井
秀
之
編

『

安
全
安
心
の
た
め
の
社
会

技
術』

(

東
京
大
学
出
版
会
、
二
○
○
六
年)
は
興
味
深
い
視
点
を
多
く
含
む
が
、
そ
れ
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
、
さ
し
あ
た
り
筆
者
の
手

に
余
る
作
業
で
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

安
全
感
情
の
保
護
に
対
す
る
公
権
力
の
役
割

(

植
松)

三
七
一


